










高額療養費制度 問合せ先︓公的医療保険（健康保険組合、全国健康保険協会(県支部)、
 市町（国保）、県後期高齢者医療広域連合、共済組合など）

月額の医療費自己負担のうち、限度額を超えた分が後日の請求で戻ってくる制度です。医療費が
高額になっても事前に限度額適用認定書（70歳以上75歳未満は高齢受給者証。ただし所得により同認
定書が必要になる場合があります）を医療機関の窓口に提示すれば、限度額までの支払いとなります。
※限度額適用認定書の交付を受けるには、加入している公的医療保険への申請が必要です。

自立支援医療（精神通院医療） 問合せ先︓市町、県精神保健福祉センター
事故や病気にともなう精神障害により、継続的に通院治療が必要な場合、自立支援医療の申請が

可能です。自己負担は原則として1割（所得に応じて上限額設定）であり、申請には主治医の意見書が
必要です。

その他の制度として、重度障害者医療費助成制度（市町）、加入している健康保険組合独
自の付加給付、生命保険（医療保険）による入院保障などがあります。対象や給付内容は、
市町や組合、保険によって異なります。

傷病手当金 問合せ先︓公的医療保険（健康保険組合、全国健康保険協会
(県支部)、共済組合など）

病気やケガで連続して３日以上休んだ場合、４日目から最高で１年半の間、給料の
３分の２が支給されます。国民健康保険加入者は対象外です。
労働災害の場合は、労災保険が適用されます。
交通事故の場合は、加害者の自賠責保険で休業補償をしますが、過失割合に

よっては、健康保険を適用することもあります。

労働者災害補償保険 問合せ先︓会社の労務担当者、労働基準監督署
業務中の事故および通勤途上の事故等には労働者災害補償保険（労災）が適用される可能性が

あります。
療養給付︓医療費は10割給付のため自己負担はありません。症状固定後（治癒）は支給され     

ません。
休業給付︓労災により治療中の場合には給料の8割が支給されます。
障害給付︓症状固定後（概ね初診日から1年6か月後）に障害が残った場合、障害の程度により

障害年金、障害一時金が支払われます。
その他 ︓介護給付やアフターケア（症状固定後の受診に係る給付）等があります。

自動車保険（自賠責） 問合せ先︓各保険会社

＜傷害の治療にかかる費用＞
自動車賠償補償責任保険（自賠責）では、傷害の治療にかかる費用（医療費・休業補償・

慰謝料など）について、120万円まで補償されます。
＜後遺障害に対する補償＞

後遺障害が残った場合、障害の程度により最高で4,000万円の賠償金が支払われます。

自動車保険（任意） 問合せ先︓各保険会社
自賠責保険の限度額を超過した部分について、任意保険から賠償金が支払われます。内容は加入して

いる保険によって異なります。

① 医療費

② 休業補償

③ 業務(通勤)での病気・ケガ

④ 交通事故によるケガ
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